
 

議員提案 

 

 

 

 

 

条例案の概要 
 

 

（美濃加茂市議会第２回定例会資料） 

 

令和８年６月５日 
  



 

目     次 

 

議案番号           議 案 名                         ページ 

議第６８号 美濃加茂市議会議員定数条例の一部を改正する条例について   １ 

 



 
 

〔議第６８号〕 

美濃加茂市議会議員定数条例の一部を改正する条例について 

                    【議案書（議会提案）：１頁】 

◎ 改正の概要 

  社会課題の複雑化・高度化に対応すべく、専門性ある少数精鋭の議会を実現

し、議会機能を高めるために、美濃加茂市議会議員の定数を改正するものです。 

 

◎ 改正の主な内容 

 〇 議員定数の改正（本則） 

   「１６人」を「１０人」に改めます。 

  

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の美濃加茂市議会

議員定数条例の規定は、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙か

ら適用します。 
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